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ＯＥＣＤ新雇用戦略東京フォーラムへの日本ペーパー 

タイトル「新雇用戦略の実施に向けてー日本の現状と課題」 

 

 要 約  

 我が国は、景気回復の傾向にあり、雇用失業情勢については、完全失業率は低

下傾向で推移し、全般的には改善が進んでいる。しかしながら、総人口は、２０

０７年には減少へと転じる見通しとなっており、労働力の供給制約が強まる状況

にある。このような情勢のなか、わが国では、若年層の失業者の増加、就業形態

や地域による労働市場での二極化・格差拡大、企業内の処遇面の格差などといっ

た新しい問題に直面している。 

わが国が、今後、日本の雇用・労働政策を考えるに当たっては、すべての人が、

「すべての人が自律的に働くことができ、安心できる社会」の実現を目指すこと

が重要である。いいかえれば、すべての人が、①意欲と能力を発揮できる就業機

会を持つ、②能力を高める機会を持つ、③安心・公正に働ける、④労働以外の生

活も充実できる社会の実現を図っていくことが重要となっている。 

 

１．労働市場の動向  

我が国では、合計特殊出生率が２００５年時点で１．２５にまで低下し、少子

化が進む一方、平均寿命の伸長とともに高齢化が進展している。１５歳から６４

歳までの生産年齢人口はすでに１９９６年から減少に転じているが、男性の人口

は、２００４年に戦後初めて減少し、総人口も２００５年より減少に転じている。

また、１９４７～４９年生まれの団塊の世代は、２０００年には約７００万人と

我が国の総人口の５．４％と高い割合を占めている。これらの世代は、今後、２

００７年以降順次に６０歳代に到達し、２０１５年には６５歳を超え、さらに、

２０２２年以降には７５歳以上の後期高齢期に入っていくこととなる。 

このように、人口減少社会が到来する中で、特に６５歳以上人口の割合が高ま

ることが、社会の仕組み、ひいては人々の生き方に大きな影響を与えることが予

想され、我が国の経済社会のあり方について見直しが迫られている。 

我が国の雇用失業情勢についてみると、１９９０年代初頭のバブル崩壊以降、

経済が長期間低迷する中で、ほぼ一貫して厳しさを増してきたが、２００２年は

じめからの景気の回復に伴い、２００５年度平均の有効求人倍率は０．９８倍と、

前年度差で０．１２ポイント上昇するとともに、２００５年度平均の完全失業率

についても４．４％と前年度差で０．３ポイント低下する等、全般的には改善し

ている。これは、不良債権の処理等のバブル崩壊に伴う負の遺産の解消が進んだ
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ことや、各般の雇用対策の効果によるところが大きいと考えられる。しかしなが

ら、その実態をみると、雇用失業情勢に依然として厳しさが残る分野があること

に加え、この１０年間で以前とは異なる問題が顕在化してきている。特に、若年

層の失業者の増加、「正社員」以外の多様な働き方の増加、地方における雇用改

善の遅れ等を背景として、労働市場の二極化、格差の拡大の問題がみられている。 

こうした雇用失業情勢の変化の背景としては、近年の経済・産業面の変化やそ

れを背景とした企業行動の変化及び労働者の意識の変化等が挙げられる。特に、

グローバル化とサービス産業の拡大等の産業構造の変化、ＩＴ化、バブル崩壊の

後遺症による経済の低迷の長期化の中で、企業の生き残りをかけた様々な行動の

変化として、短期的利益重視の経営姿勢の強まりに伴う、「正社員」以外の労働

者の活用、人材の外部化、教育訓練投資の減少等の動きがみられる。他方で、女

性の一層の社会進出等を背景に、仕事以外の生活の充実を希望する者の増加や、

多様な働き方を希望する者が増加する等、労働者の考え方・行動の変化が起こっ

ている。 

 

２．労働市場参加促進のための施策  

(1)職業紹介サービスと雇用保険制度 

わが国の労働市場参加促進への施策として、まず全国の公共職業安定所 

（ハローワーク）による職業紹介サービスがある。 

求職申込みは全国約６００ある公共職業安定所のどこでも行うことがで

き、 公共職業安定所は、求職者が登録した情報を基に、その者の能力（資

格、免許、経験等）や適性、希望を考慮して、職業相談を行うほか、応募書

類の添削指導、面接指導・訓練、職業適性検査及び職業興味検査等によるア

セスメント、各種セミナーの実施、公共職業訓練のあっせん、就職後の職場

定着など求職者の状態に応じてさまざまなサービスを提供している。また、

職業紹介の際には、窓口にて求人者の希望条件と求職者の経験、技能につい

て検討し、職員が求人事業所に連絡をとり、面接日等を設定することとなっ

ているが、この際、求職者が、求人条件の全てを満たしていない場合でも、

求職者の熱意や経験について求人者に説明し、求人条件の変更を依頼するこ

とも行っている。さらに、求職者の希望に合った求人が見つからない場合は、

職員が求人選択のための助言等を行うほか、直接事業所へ出向き、求職者の

希望に合った求人を新たに開拓することも行っている。 

とりわけ、我が国の公共職業安定所では、雇用保険制度の運営の一環とし

ての失業の認定と、就職支援とを一体的に行うことにより、受給者の再就職

を促進することに力を入れている。失業の認定のために公共職業安定所を訪
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れた受給者を、職業相談窓口に誘導することや、各種の支援策を活用するよ

う誘導することにより、早期再就職を推進している。 

また、２００４年度より、就職率等の公共職業安定所の職業紹介に係る業

務の主要指標について目標設定を行い、目標管理を実施している。２００５

年度の実績は、就職率の目標３２％程度に対し、３１．６％となっている。

２００６年度からは、①安定所職員の参画に基づく、職員の自主性を発揮し

た業務運営を実現するとともに、②本省、労働局、職業安定所間の活発なコ

ミュニケーションを通じ職業安定所の機能強化を図ることをねらいとし、全

ての安定所ごとに数値目標を策定し、ＰＤＣＡサイクルによる目標管理を行

っている。 

次に、失業者の早期再就職を促進する施策として、我が国の雇用保険制度

がある。雇用保険制度は、失業等給付が、生活・雇用の安定及び就職の促進

のため支給されるものとして制度上の措置が図られている。 

具体的には、基本手当の給付率は、離職時の賃金水準が高い者には、賃金

水準が低い者に比べ低い給付率を設定するとともに、給付の上限額を設定す

るという変則的な定率制をとっており、この結果、再就職時の賃金水準より

も失業時の受給額のほうが低水準となっている。基本手当の所定給付日数は、

被保険者であった期間や年齢、離職理由に応じて、９０～３６０日の間で決

められる。また、基本手当の受給には、被保険者が離職し、労働の意思及び

能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることが

要件となっており、この認定は、公共職業安定所において、４週間に１回、

受給者に求職活動の進捗状況について報告させるなど、厳格に行われている。 

また、早期に再就職したものに対して就業促進手当の給付を行うことによ

り、再就職意欲を喚起し、受給者ができる限り早く職業に就くことを積極的

に奨励することとしている。 

 

(2)特定のグループに対する支援策 

 イ 若年者 

若年者（１５歳～３４歳）については、１９９０年代半ば以降、他の年代

に比べて、有効求人倍率が高いにも関わらず、失業率が相対的に高く推移し

ている。特に２０歳代前半については、非正規雇用比率が１９９０年を通じ

て大きく上昇し、それに伴い、収入格差にも拡大の動きが見られた。その結

果、就労せず、教育も訓練も受けていないニートの状態にある若者が約６４

万人、フリーターは２００万人を超える状況となった。特に、フリーターに

ついては、正規雇用への移行が難しく、賃金も相対的に低い状態にある。ま
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た、職業能力開発の機会も乏しく将来に向けキャリアを高めていく意欲も乏

しい状況にある。 

このような状況において、学校から職場への移行のルートを多様化し、卒

業後、すぐに就職しない、または就職後に離職した場合においても、本人の

能力を向上させ、努力次第で生涯にわたるキャリアを積める仕事に就く機会

を確保するため、フリーターに対して、常用雇用に向けた支援を強化するこ

とが必要である。 

具体的には、「若者自立・挑戦プラン」（２００３年 6月）及び「若者の自

立・挑戦のためのアクションプラン（２００４年１２月策定、２００６年１

月改訂）に基づき、①公共職業安定所や若年者のためのワンストップサービ

スセンター（ジョブカフェ）における就職支援の強化②短期間の試行雇用を

通じ早期の常用雇用の実現を図る「若年者トライアル雇用事業」、③企業実

習と座学を一体として行うことにより一人前の職業人を育成する教育訓練

である「日本版デュアルシステム」等を通じて年間２５万人のフリーターの

常用雇用化を目指している。さらに、④労働体験等を通じて働く自信と意欲

を喚起させる「若者自立塾」事業、⑤地域の若者支援機関のネットワークを

活用した自立支援を実施する「地域若者サポートステーション」の設置をは

じめとしたニート等の若者の職業的自立を支援している。これらの施策によ

り、２４歳以下の若年者の失業率が２００４年をピークに下降に転じ、フリ

ーターについても２年連続で減少する等の成果を上げている。 

しかしながら、バブル経済崩壊以降、採用抑制が厳しかった時代に正社員

となれず、フリーターにとどまっている、いわゆる「年長フリーター（２５

歳～３４歳）」については、改善が遅れており、依然としてなお厳しい状況

にあることから、今後は、①企業に対して、新卒一括採用以外にも広く門戸

を拡げた複線型採用の導入や採用年齢の引き上げについて働きかけや法的

整備等の取組を進めることにより、採用・人事制度の柔軟化を図ることや、

②「年長フリーター」に対し、キャリアコンサルティングの実施、能力評価、

企業の求める採用条件に適応する訓練コースを開発、実施することなどによ

り、自分の希望する仕事に再チャレンジする若者を支援していくこととした

い。また現場の中核となる実践的な技能を備えた職業人を育成するため、③

実践的な能力開発として、教育訓練機関における座学と企業に雇い入れて行

う実習（ＯＪＴ）を組み合わせる「実習併用型職業訓練制度」の普及を図る

ことにより、現場力を強化するとともに、実践型の若者が失業者、フリータ
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ー等に陥ることを防ぎ、これらの者の減少を図ることとしたい。 

  

 ロ 高齢者 

高齢者は高い就業意欲を持ち、長年の職業生涯で蓄積された職業能力を持

つ貴重な人的資源であり、人口の高齢化が今後ますます進展する中で、その

能力が十分に発揮される社会にしていく必要がある。とりわけ、２００７年

から、いわゆる「団塊の世代」が６０歳に達し、また、少子高齢化による労

働力人口の減少が見込まれる中で、働く意欲を有する高齢者が社会の支え手

として活躍することが重要である。 

高齢者の労働市場への参加を促すため、老後の所得保障である年金制度に

ついて、高齢者に就労へのインセンティブを与えるような改革を行ってき

た。具体的には、１９９４年及び２０００年の年金制度改正において、①

平均寿命が延び、年金受給期間も延びていること、②将来世代の保険料負

担の増大を抑える必要があること、③少子高齢化の進展を踏まえ、６５歳

現役社会への移行を念頭に置きつつ年金制度を設計する必要があることか

ら、６０歳代前半の老齢厚生年金の支給開始年齢を段階的に引き上げるこ

ととした（男子の場合、定額部分を２００１年４月から２０１３年度３月

にかけて、報酬比例部分を２０１３年４月から２０２５年３月にかけて、

また女子の場合は男子に５年遅れて、３年ごとに１歳ずつ段階的に引き上

げることとし、現在はその途上にある）。 

２００４年度の年金制度改正において、６０歳代前半に支給される特別支

給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢が引き上げられることに伴い、

報酬比例部分のみの比較的低い額の年金を受給者が多くなることを考慮し、

６０歳代前半の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が就労し、被保険者とな

った場合に一律に２割の年金支給停止が行われていた仕組みを廃止した。加

えて、今後、高齢者就労の進展に伴い、引退後から年金受給を望む人が増え

ることが見込まれるため、年金制度上、６５歳からの老齢厚生年金について、

支給開始年齢を自分自身で選択できるよう繰り下げて受給できる仕組みを

導入した。 

また、我が国では、２００４年に高年齢者雇用安定法が改正され、２００

６年４月１日より事業主に６５歳までの段階的な定年の引上げ、継続雇用制

度の導入、定年の定めの廃止のいずれかの措置（高年齢者雇用確保措置）を

講ずることを義務付け、高齢者の労働市場への参加促進を図っている。また、

こうした取組に加え、公共職業安定所における年齢不問求人割合の引上げ等

の対策の効果もあり、高齢者の雇用環境は一部改善されたが、依然として低

い有効求人倍率にとどまっており、相対的に厳しい環境にある。このような
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課題への対処として改正高年齢者雇用安定法の着実な施行のため、公共職業

安定所の職員や、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の高年齢者雇用ア

ドバイザーにより、適時適切な助言・指導、支援を努めてきたところである。

こうした指導の結果、改善高年齢者雇用安定法に沿った高年齢者雇用確保措

置を実施している企業の割合は８４％（平成１８年６月現在。５１人以上の

規模の企業 81,382 社からの報告。）となっている。現在、未実施企業に対

して、集中的な個別指導を実施しているところである。また、雇用以外の就

業・社会参加に向けて、現に地域に根差しているシルバー人材センターの活

用等による地域密着型の就業を支援している。  

 

   

ハ 女性 

わが国では、働く女性が、出産を機に子育てのために退職するケースが多 

く、１２歳未満の子供を持ちながら求職活動を行っている女性は全国に約

７０万人、就業を希望しながら求職活動を行っていない女性も約１８０万

人存在するが（２００２年「就業構造基本調査」）、希望する仕事に就ける

女性は限られている状況にある。人口減少や団塊世代の引退により、労働

力人口の急激な減少が見込まれる中、女性の労働力を活用することは、重

要な課題となっている。 

少子化の傾向を変えるため、仕事と家庭の両立支援策の推進、働き方の

見直しが重要な課題となっており、企業の取組に対する期待はますます高

まっている。そこで、地方公共団体や企業など社会全体で次世代育成支援

に取り組むための枠組みとして、「次世代育成支援対策推進法（以下、次世

代法という。）が２００３年に成立し、２００５年４月から全面施行されて

いる。次世代法に基づき、常時雇用する労働者の数が３００人を超える事

業主は、仕事と子育てを両立しやすい雇用環境の整備等を進めるための「一

般事業主行動計画」を策定し、その旨の届出を行うことが義務づけられて

いる。また、３００人以下の事業主に対しても、同様の努力義務が課せら

れている。３００人を超える事業主については、２００６年６月末現在で

９９．７％が既に届出済みであり、今年度においては、３００人以下の事

業主に対して、できるだけ多く行動計画の策定・届出が行われるよう支援

しているところである。 

また、仕事と育児・介護とが両立できる様々な制度を持ち、柔軟な働き

方を労働者が選択できるような取組を行う企業に対し、その取組を讃える

とともに、これを広く国民に周知するため、ファミリー・フレンドリー企

業表彰（厚生労働大臣賞及び都道府県労働局長賞）を実施するとともに、
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企業における「仕事と家庭の両立のしやすさ」が診断できる両立指標につ

いて、ファミリー・フレンドリー・サイトによる普及を図り、各企業にお

ける自主的な取組を促進している。 

子育てをしながら就職を希望する女性に対して、子ども連れで来所しや

すい環境を整備し、個々の希望やニーズに応じたきめ細かな就職支援を行

うマザーズハローワークを２００６年４月から全国１２の都市に開設した。

マザーズハローワークでは、子育てをしながら早期の就職を希望する女性

に対して、希望やニーズ、状況に応じた就職実現プランの策定、予約によ

る担当者制の職業相談、地方公共団体等との連携による保育所等の情報提

供、希望やニーズを踏まえた求人の確保を行うなど、総合的かつ一貫した

就職支援を行っている。 

さらに育児、介護等のために退職し、将来再就職を希望する者に対し、

セミナーの実施、情報提供等の援助を行うほか、キャリアコンサルタント

等による相談の実施等、再就職のための計画的な取組が行えるようきめ細

かい支援を行う再チャレンジサポートプログラムを実施し、マザーズハロ

ーワークと連携して再就職の促進を図っている。 

 

 ニ 障害者 

公共職業安定所を通じた障害者の就職件数は、２００５年度は、３８，

８８２件（前年度比８．４％増）と高い伸びを示している。また、新規求

職者数は９７，６２６人（前年度比４．８％増）と増加傾向が続いており、

有効求職者数も１５万人前後で推移している状況にある。このように、障

害者の就労意欲が高まる中で障害者の雇用は進展しているものの、一方で

障害の重度化や多様化が進んでおり、福祉・医療サービスとの連携の強化、

障害の種類及び程度に応じたきめ細かな支援や、障害者の自立支援を強化

していくことが求められる。また、通勤が困難な障害者等にとって、在宅

就業等多様な就業の選択肢が提供されることは、就業機会を拡大すること

につながるため、その環境を整備することが必要である。 

このような状況を踏まえ、わが国では、障害者の労働市場参加の促進の

ため、次のような施策を講じている。 

まず、公共職業安定所では、障害者雇用促進法に基づく、法定雇用率（１．

８％）未達成の企業等に対する雇用率達成指導の強化と併せて、個々の障

害者に対するきめ細かな職業相談・職業紹介を行うととともに、①「障害

者トライアル雇用」による障害者雇用のきっかけづくり、②職場適応援助

者（ジョブコーチ）による支援、③職業面と生活面における一体的な支援

（障害者就業・生活支援センター事業）等の支援策を活用することにより、
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障害者雇用の一層の促進に努めている。また、２００５年に、障害者雇用

促進法を改正し、在宅就業障害者支援制度を創設するとともに、障害者雇

用施策と障害者福祉施策との有機的連携を図ることとした。 

また、障害者が地域で自立して暮らすためには、福祉施策においても地

域で役割を持ち、働くことを積極的に支援していくことが重要であるため、

２００６年から施行された障害者自立支援法においては、就労を希望する

障害者に対し、就労に必要な知識及び能力の向上等を図る「就労移行支援」

や、一般の事業所で雇用されることが困難な障害者に対し、就労の機会等

を提供する「就労継続支援」等の新たな事業を創設したところである。ま

た、これらの事業を実効あるものとするため、福祉と雇用の関係機関がネ

ットワークを構築し、企業等への就労をより効果的に支援する仕組みや、

企業を離職した障害者が就労を再チャレンジできる仕組みを構築すること

としている。 

次に、障害年金制度においても、障害者の就労について年金制度上も評

価し、地域での自立した生活を可能とするための経済的基盤を強化する観

点から、障害年金制度を２００４年に改正した。具体的には、従来の年金

制度では、基礎年金と厚生年金は、基本的に同一支給事由のものだけが併

給できる仕組みであったため、障害基礎年金と老齢厚生年金とは併給する

ことができず、障害基礎年金の受給権者にとっては、障害を有しながら就

労して納付した保険料が年金給付に反映されにくいものであったが、２０

０４年の制度改正では、障害基礎年金と老齢厚生年金または障害基礎年金

と遺族厚生年金を併給できる仕組みを導入した。 

 

 ホ その他 

  ・生活保護受給者の自立支援 

生活保護制度は、利用しうる財産、稼働能力、他法他施策などを活用 

しても最低限度の生活を維持できないものに対し、その困窮の程度に応

じた保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立の助長

を目的としている。この制度において、経済的給付に加え生活保護受給

世帯の自立を支援するため、自立支援プログラムを導入し、就労支援の

みならず、日常生活において自立した生活を送ることなどを目指すプロ

グラムを幅広く用意し、個々の生活保護受給世帯に必要な支援を行うこ

ととしている。  

また、就労することによるメリットとして、稼得収入の全額を給付の

減とするのではなく、一定割合について控除扱いとすることにより、就
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労へのインセンティブを働かせることとしている。 

 

・母子家庭の母の自立支援 

母子家庭の母の現状についてみると、最近の離婚件数は減少傾向にあ

るが、母子世帯数は増加している。２００３年の母子世帯数は１２３万

世帯で、５年前と比較して約３割の増加となっている。母子世帯の約８

割が就業しているが、このうち常用雇用者は約４割、臨時・パートは約

５割と非正規型雇用の割合が相対的に多くなっている。収入の状況につ

いても、母子家庭１世帯当たりの平均所得金額は、一般世帯１世帯当た

りの平均所得金額の約４割に止まっている。 

母子家庭の母を取り巻く環境は変化しているところであるが、２００

２年に関係法律が改正され、これまでの児童扶養手当中心の支援から、

①保育所の優先入所の法定化などの子育てと生活支援策、②母子家庭等

就業・自立支援センター事業の推進などの就業支援策、③養育費支払い

努力義務の法定化などの養育費の確保策、④児童扶養手当の支給などの

経済的支援策を柱とする総合的な支援に転換したところであり、２００

３年度から、地方公共団体を実施主体とする自立支援教育訓練給付金な

ど就業支援のための新たな事業を創設し、母子家庭の母の自立支援を推

進しているところである。 

 

３．人材育成の推進  

 (1)ニーズに即した効果的な職業訓練の実施 

労働者に求められる職業能力が多様化、専門化するとともに、激しく変

化する中で、人材ニーズに応じた公共職業訓練コースの設定や、「実践型人

材養成システム」の普及・啓発などにより、多様な職業訓練・教育訓練の

機会の確保を図っている。 

 

①公共職業訓練の推進 

国及び都道府県は、その責務として「職業を転換しようとする労働者

その他職業能力の開発及び向上について特に援助を必要とする者に対す

る職業訓練の実施」に努めなければならないこととされており（職業能

力開発促進法第 4条第 2項）、この規定を踏まえ、公共職業訓練施設を設

置し、労働者ごとのニーズに即した多様な職業訓練を実施している。 

具体的には、訓練受講希望者に対しキャリア・コンサルティングを行

った上で、求職者個人の希望、能力、適正等を踏まえて、最も適したコ

ースの選定を行っているほか、公共職業能力開発施設における職業能力
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開発に加え、専修学校、大学・大学院、ＮＰＯ、求人企業等の民間教育

訓練機関等を積極的に活用し、多様な人材ニーズに応じた訓練機会を提

供している。 

２００５年度においては、求職者が再就職に必要な能力を身につける

離職者訓練、労働者の技能向上を図る在職者訓練、新規学校卒業者等に

対して、職業に必要な技能及び知識を身につけさせる学卒者訓練を全国

２８８施設で実施し、約３８万人が受講したところである。 

 

②実践型人材養成システム 

また、人口減少社会を迎える中、景気・雇用の回復を、今後の我が国

経済社会を担う数少ない若者の能力開発につなげていくことが重要であ

り、特に、「現場力」の衰退が指摘される中で、現場の中核を担う人材の

育成・確保のため、若者を現場に導き、実践的な教育訓練を実施し、技

能の継承を進めることは喫緊の課題である。 

このため、企業が主体となって、新卒者の現場での育成を促進し、「現

場力」を強化するとともに、若者が失業者、フリーター等になることを

防ぎ、これらの者の減少を図るため、職業能力開発促進法の一部を改正

し、企業における雇用関係の下での一定期間の実習と教育訓練機関にお

ける座学を組み合わせることにより実践的な職業能力を習得させる「実

践型人材養成システム」を法律上位置付けたところである。 

 

 (2)企業における能力開発の促進 

労働者の職業生活の全期間を通じて職業能力開発が行われることが 重

要であり、労働者の主体的な職業能力開発とともに、事業主が行う能力開

発を積極的に推進する必要がある。厚生労働省では、以下の施策等を通じ

て事業主が行う能力開発を支援している。 

 

  ①労働者の能力開発を支援する事業主への助成 

企業内における労働者の職業能力開発の促進を図るため、事業主が、

従業員について、職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援、職業

能力評価の実施、キャリア・コンサルティング機会の確保を行った場合

に、訓練に要した費用等の一部を助成するキャリア形成促進助成金制度

を設けている。助成金の基本的要件として、労働組合等の意見を聴いて、

事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画を作成

している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対し

て周知しているものであること、また、職業能力開発促進法に規定され



 日本  

- 11 - 

ている職業能力開発推進者を選任していることを定めている。２００１

年１０月の制度創設より、延べ１３９万人を対象に支給しており、助成

金の利用者からも高い評価を得ている。 

 

  ②認定職業訓練の活用による能力開発の推進 

事業主等が行う職業訓練の水準の維持・向上を図るため、事業主等の行

う職業訓練のうち、教科、訓練期間、設備等について厚生労働省令で定め

る基準に適合して行われるものについて、都道府県知事が基準に適合して

いる旨を認定する認定職業訓練制度を設けている。認定職業訓練の振興を

図るため、国は、都道府県が事業主等の行う認定職業訓練の運営に要する

経費等について助成した場合にその一部を補助する認定訓練助成事業費

補助金等の制度を設けている。 

 

 (3)能力評価のシステム 

  ①職業能力評価制度 

外部労働市場と内部労働市場を結びつけ円滑な労働移動を可能にする

ための社会的インフラとして、国の関与の下に、職業能力評価制度の整備

充実に努めている。 

技能検定制度は、労働者の有する技能の程度を検定し、これを公証する

国家検定制度であり、労働者の技能と地位の向上を図ることを目的に、職

業能力開発促進法に基づき行われているものである。 

本制度は、１９５９年度から実施され、２００５年度には全国で約４７

万人の受検申請があり、約１７万人が合格している。技能検定制度開始か

らの累計では、延べ約３３０万人が技能士となっている。 

職業能力習得支援制度（ビジネス・キャリア制度）は、ホワイトカラー

労働者の体系的な知識の習得の確認を支援する制度である。具体的には、

職務分野を１０分野に整理し、その職務遂行に必要な専門的知識を１６２

単位（ユニット）に分類した上で、単位毎に学習すべき知識等の内容を策

定した「認定基準」に該当する教育訓練を厚生労働大臣が認定、実施機関

が教育訓練及び修了認定試験を実施している。 

また、業界のニーズのある職種について、業種別、職種・職務別に必要

とされる能力を整理・体系化し、能力評価のいわば「ものさし」、「共通

言語」となるような職業能力評価基準の整備を図っている。これは、労働

者の職業選択やキャリア形成、企業での人材の育成のため、単に職務遂行

に必要とされる知識や技術に限らず、ビジネスシーンにおいて具体的な行

動の目標となるものを策定している。これまでのところ、人事・経理等の
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事務系職種の能力評価基準のほか、電気機械器具製造業、自動車製造業等

２３業種の基準を策定しており、引き続き他の業種についての策定を進め

ている。 

 
②YES－プログラム 

若者が早い段階から能力・適性を自覚し、目的意識を持って能力向上に

取り組み、自らの職業能力が適正に評価・公証される仕組みとして、２０

０４年度から、YES-プログラムを展開している。 

同プログラムでは、企業が若者に求める「就職基礎能力」(＝コミュニ

ケーション能力、職業人意識、基礎学力（読み書き、計算・計数・数学的

思考力、社会人常識）、ビジネスマナー、資格取得（情報技術関係、経理・

財務関係、語学力関係））について、それらを身につけるための目標とで

きるよう若者に提示している。 

また、能力修得の目標を立てた若者が学習に取り組むことができるよう、

民間の教育訓練機関や専門学校で行う講座や試験について、各機関からの

申請に基づいて YES-プログラム認定講座や認定試験として認定し、これ

らの情報を提供している。現在、民間教育訓練機関等が実施する約１，８

００講座、３００試験を認定している。さらに、若者からの申請に応じ、

これらの認定講座・認定試験の修了・合格等について、「若年者就職基礎

能力修得証明書」を発行している。２００５年度における同プログラムの

認定講座修了者及び認定試験合格者数は延べ３０万人となっており、若者

と企業との間で「就職基礎能力」に関する共通の物差しとして広く使われ

るよう、同プログラムの普及促進を図る。   

 

 (4)学校から職場への円滑な移行の促進 

職業キャリアの準備期にある若者について、家庭、学校、企業、地域社会

等がそれぞれ役割を果たすとともに、相互に連携を図り、職業意識の涵養、

職業に必要な基礎能力の習得をはじめとする職業キャリアの準備を支援す

る必要がある。このため、厚生労働省では、在学中の早い段階から効率的か

つ効果的な職業意識の形成を支援するため、企業からの協力を得て、企業人

の学校への派遣、学生の職業理解の促進から就職支援、職場定着まで一貫し

た支援を行う若年ジョブサポーターを全国の公共職業安定所に配置する等

学校から就労への円滑な移行に向け、取組んでいる。 

また、約４０種類の職業体験機会、体系的な職業情報及び職業相談等をワ

ンストップで提供する施設として「私のしごと館」の運営を行っており、２

００３年３月の開館以降、来館者から高い評価を得ている。 
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４．労働市場の二極化の問題に取り組みつつ労働需要の拡大を図るための施策  

 (1)創業等支援策 

我が国の地域別の雇用情勢をみると、最近の景気回復を牽引する自動車、

デジタル家電といった製造業や情報関連産業の集積している東京圏や名古

屋圏を中心とした大都市圏の改善が目立つ一方、地方圏においては、製造業

の海外進出が進展したことの影響や、公共工事の削減等に伴い建設業を取り

巻く環境が厳しくなっていることの影響等により改善が遅れ、地域差が拡大

している。 

このような状況の中で、地域が独自の魅力や強みを掘り起こして主体的に

産業創出に取り組み、人々が自らの地域に誇りを感じながらその能力を活か

して働ける場を作っていくことへの支援を行うことが必要である。 

そこで、雇用失業情勢の改善の動きが弱い北海道等の７道県に対して、重

点的な雇用対策を実施するとともに、雇用創出に向け、各地域の自主的な地

域活性化の取組の実効が上がるよう、７道県に「地域雇用戦略会議」を設置

することとし、関係府省の協力を得て、地域関係行政機関が地域レベルで一

体となって雇用の改善に取り組むことを支援している。 

また、意欲があっても、ノウハウ・情報や人材が不足しているため、構想

やビジョンを具体化することができずにいることも多い。このため、雇用創

造の構想を策定しようとする市町村等に対し、専門家による助言や参考とな

る成功事例の紹介等により、企画・構想段階から支援する事業を創設し、知

恵や工夫の面で地域の自主的な雇用創造の取組を支援している。（「地域雇

用創造バックアップ事業」）。 

さらに、雇用機会が少ない地域において、雇用創造に自発的に取り組む市

町村、地域の経済団体等から構成される協議会が提案した雇用対策の事業の

中から、雇用創造効果が高いものを選抜し、当該協議会等に対してその事業

の実施を委託する「地域提案型雇用創造促進事業」を実施している。 

 

 (2)自立的な労働時間設定に向けた取組 

  ①労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法（以下、時短促進法）から労

働時間等設定改善法への改正について  

近年、労働時間の長い者と短い者の割合が共に増加する、いわゆる「労

働時間分布の長短二極化」の進展、年次有給休暇の取得率の低下、労働
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者の抱える事情の多様化などの新たな課題が発生している。 

こうした状況を踏まえ、労働時間、休日、休暇等の設定を、労働者の

健康と生活に配慮するとともに、多様な働き方に対応したものへ改善す

るため、時短促進法を労働時間等設定改善法へと改正し、２００６年４

月１日から施行したところである。 

また、同法に基づき、中小企業における労働時間等の設定の改善に向

けた労使の自主的な取組を推進するため、専門家による中小企業団体に

対する指導、援助や、労働時間等の設定の改善を団体的取組として行う

中小企業団体に対する助成等を行っている。 

 

  ②労働基準法上の取組について 

労働基準法では、法定労働時間は、原則１日８時間、週４０時間とさ

れているが、フレックスタイム制や１か月単位等各種の変形労働時間制

度により、法定労働時間の柔軟な配分を認めている。 

また、使用者から具体的な指示を受けない労働者については、専門業

務型裁量労働制や企画業務型裁量労働制を設けるなど、労使の自主的な

取組に基づく柔軟な労働時間制度の導入を認めている。 

なお、現在は、長時間労働の防止を念頭におきつつ、自律的な労働時

間制度の導入について政府として検討しているところである。 

 

 (3)正社員とパートタイム労働者との均衡処遇の確保 

パートタイム労働者は近年著しく増加し、２００５年には約１，２６６万

人であり、非農林業雇用者総数（５，２８０万人）に占める短時間雇用者の

割合は、２４．０％と４人に１人となっている。 

このうち、女性のパートタイム労働者は８８２万人で、短時間雇用者の６

９．７％を女性が占めている。また、女性の非農林業雇用者総数（２，１７

１万人）に占める短時間雇用者の割合は４０．６％で、女性雇用者の５人に

２人はパートタイム労働者として働いている。 

このように、パートタイム労働者は我が国経済社会に欠くことができな

い存在となっているものの、処遇がその働きに見合ったものになっていな

い場合もあり、人口減少社会に向けて必要な労働力を確保していく観点か

ら、パートタイム労働を労働者の能力が有効に発揮できる魅力的な就業形

態としていくことが一層重要な課題となっている。 

このような状況を踏まえ、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律

（パートタイム労働法）に基づき、パートタイム労働者の適正な労働条件の

確保や雇用管理の改善を図る取組を推進している。具体的には、パートタイ
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ム労働法に基づく指針において、賃金などの処遇について就業の実態や正社

員との均衡等を考慮した処遇（均衡処遇）を図ることなどを具体的に示し、

その考え方の社会的な浸透・定着を図っている。また、２００６年４月から

均衡処遇に取り組む事業主への支援を強化するために内容を大幅に見直し

た助成金の支給や事業主が均衡処遇への取組状況を自らチェックしアドバ

イスを得られるインターネット上の診断システムの提供等により、パートタ

イム労働者の均衡処遇のための取組を推進している。 

 

以 上 


